
法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律案並びに司法試験法及
び裁判所法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

衆 法務委員会 平成 年 月 日155- - 14 11 12

、 、 。政府は 両法の施行に当たり 次の事項について格段の配慮をすべきである

一 法科大学院を中核とする新たな法曹養成制度の構築及びその運用に当た
、 、っては 司法制度改革の理念及び司法制度改革審議会の意見を踏まえつつ

国際的にも通用し得る専門的な能力及び優れた多様な資質を有する多数の
法曹の養成に努めること。

二 法科大学院の設置基準の策定及び評価制度の運用に当たっては、各大学
の創意工夫を引き出し、多様な人材を幅広く受け入れ、自由かつ柔軟で特
色ある充実した教育が行われるようなものとするとともに、制度の定着状
況に応じて柔軟に見直していくこと。設置認可についても、柔軟な運用に
努め、硬直的なものとならないようにすること。

三 関係者の創意工夫に基づく切磋琢磨によって、法科大学院における教育
水準の維持向上が図られるようにするため、法科大学院相互間及び認証評
価機関相互間において、対等な条件の下で公正な競争が確保されるよう努
めること。

四 新しい司法試験制度の実施に当たっては、法科大学院を中核とする法曹
養成制度の理念を損ねることのないよう、司法試験予備試験の運用に努め
るとともに、法科大学院における幅広く多様な教育との有機的な連携の確
保に配慮すること。

五 法科大学院の学生に対し、新たな公的財政支援を含め奨学金制度の拡充
等に努め、資力の乏しい者にも就学の機会を確保すること。法科大学院に
対する財政支援については、法科大学院の間における適切な競争関係の維
持などの観点に配意しつつその具体的あり方につき検討すること。

六 現職の裁判官及び検察官を含む法曹が法科大学院の教員として安定的か
つ継続的に参画することを可能にするため、法制面での措置を含めた所要
の措置を講ずるよう努めること。併せて、教員の能力開発及びその養成に
ついて十分に配慮すること。

七 専門職大学院制度の導入に伴い、法学部教育のあり方を含め、高等教育
全般のあり方について適切な見直しを行うこと。

資料３



法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律案並びに司法試験法及
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参 法務委員会 平成 年 月 日155- - 14 11 28

、 、 。政府は 両法の施行に当たり 次の事項について格段の努力をすべきである

一 法科大学院を中核とする新たな法曹養成制度の構築及びその運用に当た
っては、プロセスを重視した司法制度改革審議会の意見を踏まえ、充実し
た教育を確保し、国際的にも通用し得る専門的な能力及び優れた多様な資
質を有する多数の法曹の養成に努めること。

二 法科大学院の設置基準の策定、設置認可及び評価制度の運用に当たって
は、各大学の創意工夫を尊重し、多様な人材を幅広く受け入れ、自由かつ
柔軟で特色ある教育が行われるよう配慮するとともに、実質的に対等な条
件の下で認証評価機関相互の公正な競争が確保されるよう民間の認証評価
機関についての財政支援等に努めること。

三 新しい司法試験制度の実施に当たっては、法科大学院における幅広く多
様な教育が適正に評価されるものとなるよう努めるとともに、司法試験予
備試験の運用については、予備試験が経済的事情等の理由により法科大学
院を経由しない者にも法曹資格取得の道を確保しようとするものであり、
法科大学院が法曹養成制度の中核であるとの理念を損ねることのないよう
十分配慮すること。

四 資力の乏しい者にも公平に就学の機会を確保するとともに、法科大学院
在学中充実した教育が受けられるよう、法科大学院の学生に対し、既存の
奨学金制度等の拡充や民間資金を活用する等新たな公的財政支援策の創設
にも努めること。

五 法曹実務家が法科大学院の教員として安定的かつ継続的に参画すること
を可能にするため、所要の措置を講ずるよう努めること。併せて、教員の
能力開発及びその養成について十分配慮すること。

六 法科大学院の設置については、地方における就学の機会を確保するとと
もに、弁護士の地域的偏在を解消し国民の司法へのアクセスを容易にする
との観点から、関係者の自発的創意を基本としつつ、全国的に適正配置と
なるよう財政措置を含め配慮すること。
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